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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月24日(2019.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが装着する頭部装着型表示装置と、
　前記頭部装着型表示装置のトラッキング処理により得られた、前記頭部装着型表示装置
の位置及び方向の少なくとも一方の情報であるトラッキング情報に基づいて、前記頭部装
着型表示装置に表示される画像を生成する処理装置と、
　前記ユーザのプレイ位置を変化させる可動筐体と、
　前記可動筐体に設けられ、前記頭部装着型表示装置を撮像する撮像部と、
　を含み、
　前記撮像部の位置は、前記可動筐体による前記プレイ位置の変化に伴い変化し、
　前記処理装置は、
　前記撮像部による前記頭部装着型表示装置の撮像画像に基づく前記トラッキング情報を
取得して、前記頭部装着型表示装置に表示される画像を生成することを特徴とするシミュ
レーションシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８４】
　図１９（Ｂ）に示すように、シミュレーションシステム（可動筐体４０）の周辺には、
ステーション２８０、２８４が設置されている。ステーション２８０には発光素子２８１
、２８２が設けられ、ステーション２８４には発光素子２８５、２８６が設けられている
。発光素子２８１、２８２、２８５、２８６は、例えばレーザー（赤外線レーザー等）を
出射するＬＥＤにより実現される。ステーション２８０、２８４は、これら発光素子２８
１、２８２、２８５、２８６を用いて、例えばレーザーを放射状に出射する。そして図１
９（Ａ）のＨＭＤ２００に設けられた受光素子２０１～２０３等が、ステーション２８０
、２８４からのレーザーを受光することで、ＨＭＤ２００のトラッキングが実現され、ユ
ーザＰＬの頭の位置や向く方向（ユーザの位置や方向）を検出できるようになる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８５】
　なお図１９（Ｂ）の移動部４７０に設けられたゲームコントローラ１６５の位置及び方
向の少なくとも一方（トラッキング情報）についても、ＨＭＤ２００のトラッキング処理
と同様の手法により検出できる。例えば、ゲームコントローラ１６５に設けられた受光素
子（複数の受光素子）が、ステーション２８０、２８４の発光素子２８１、２８２、２８
５、２８６からのレーザーを受光することで、ゲームコントローラ１６５の位置及び方向
の少なくとも一方を検出できる。これにより可動筐体４０の可動により変化するプレイ位
置ＰＰＬの検出等が可能になる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８８】
　なお、ユーザの視点位置、視線方向（ユーザの位置、方向）を検出するトラッキング処
理の手法は、図１９（Ａ）～図２０（Ｂ）で説明した手法には限定されない。例えばＨＭ
Ｄ２００に設けられたモーションセンサー等を用いて、ＨＭＤ２００の単体でトラッキン
グ処理を実現してもよい。即ち、図１９（Ｂ）のステーション２８０、２８４、図２０（
Ｂ）の撮像部１５０などの外部装置を設けることなく、トラッキング処理を実現する。或
いは、公知のアイトラッキング、フェイストラッキング又はヘッドトラッキングなどの種
々の視点トラッキング手法により、ユーザの視点位置、視線方向などの視点情報等を検出
してもよい。
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